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1 .  本計画の背景・趣旨 

地球温暖化問題を受け、豊見城市では 2009 年 1 月に「豊見城市地球温暖化防止実

行計画（以下、実行計画という。）」を策定し、行政事務を担う本市職員を中心に節電

をはじめとした省エネルギーへの取り組みや太陽光発電設備の積極的導入等を進めて

おり、現在は三次計画（計画期間：2020 年度～2030 年度）を策定し、温室効果ガス

の排出削減に取り組んでいる。 

本市の人口は今後も増加が見込まれており、2040 年には 66，861 人になると推計※

されていることから、多様な行政需要へ対応する必要性等により、CO 2 排出量は増加傾

向が続くものと考えられる。 

実行計画においては、豊見城市内で大きな事業所である豊見城市役所が率先して地

球温暖化対策の施策に取り組む必要があることとあわせて、各家庭や事業所から排出

される温室効果ガスの削減に向けて、市民と協働で地球温暖化対策に取り組むことが

重要であるとしている。 

このような温室効果ガス排出削減に向けた取組を推進しつつ、第５次豊見城市総合

計画においても、低炭素社会の実現に向けて「環境に優しい住みよいまち」を政策の

一つとして設定しているなか、政府は、「道路の脱炭素化の推進」等を目的として、

2025 年 4 月に道路法を改正した。 

道路管理者と多様な関係者の連携による道路の脱炭素化を通じて、安全・安心で持

続可能な道路ネットワークを未来に引き継ぐべく、豊見城市が国や地方自治体、民間

企業等と協働し、低炭素で持続可能な社会の創出を目指すため、道路の脱炭素化に関

する基本的な方針（道路脱炭素化基本方針）に基づき、本計画を策定するものであ

る。 

 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 令和５( 2 0 2 3 )年推計」「2 .  都道府県・

市区町村別の総人口、年齢 3 区分（0 - 1 4 歳、1 5 - 6 4 歳、6 5 歳以上、（再掲）75 歳以上）別人口および

割合」「結果表 1  総人口および指数（令和２(2 0 2 0 )年＝1 0 0 とした場合）（Ex c e l）」 
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2 .  本計画の対象範囲と、対象とする分野 

2 .1  計画の対象範囲 

豊見城市が管理する道路（市道）の全路線を対象とする。 

 

2 .2  計画が対象とする分野 

道路管理分野、道路整備分野及び道路利用分野を対象とする。 

道路照明に関しては、豊見城市が管理する照明を対象とする。 

 

表 2 . 1  対象とする各分野の定義 

分野 定 義 

道路管理 

・ 道路関係車両（パトロール車や公用車など）における燃料・電気の

使用に伴う排出 

・ 道路照明における電気の使用に伴う排出 

・ 道路設備・施設における電気の使用に伴う排出 

道路整備 

・ 道路の建設及び修繕工事に使用する建設機械における燃料・電気の

使用に伴う排出 

・ 道路の建設及び修繕工事に使用する建設材料の製造過程等における

排出 

道路利用 ・ 道路における自動車の走行による燃料・電気の使用に伴う排出 
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3 .  道路の脱炭素化の目標 

3 .1  「道路管理分野」の目標 

 

3 .1 . 1  「道路管理分野」全体の CO 2 排出量 

本計画における目標の基準年となる 2013 年度の道路管理分野の CO 2 排出量は以下

のとおりである。 

 

表 3 . 1  道路管理分野における CO 2 排出量 

区分 
CO 2 排出量 

2013 年度（基準年）  
１．道路関係車両からの CO 2 排出量 6.9 トン 

２．道路照明の電力消費による CO 2 排出量 20.1 トン 

３．道路設備・施設の電力消費による CO 2 排出量 算定対象なし 

計 27.0 トン 

 

3 .1 . 2  「道路管理分野」全体の CO 2 削減目標 

本計画の「道路管理分野」全体における目標年次及び目標削減率は以下のとおりで

ある。 

 

表 3 . 2  CO 2 削減量 
 

2030 年度 2040 年度 

CO2 目標削減率 46% 73% 

CO2 目標削減量 12 トン/年 20 トン/年 

 

3 .1 . 3  「道路管理分野」の個別施策毎の CO 2 削減目標 

「道路管理分野」全体の CO 2 削減目標達成に向けて、「道路関係車両の電動車化」、

「道路照明の LED 化」、「再生可能エネルギーの活用」により、2013 年度比でそれぞれ

2040 年度までに以下のとおり CO 2 削減する。 
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表 3 . 3  取組の実施による CO 2 削減量 

取組内容 

各取組の整備目標 C O 2 目標削減量 

2 0 1 3 年度 

(基準年度 )  
2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度 2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度 

１．道路関係車両の電動車化 0 %  0 %  1 0 0 %  0 トン/年 1 . 0 トン/年 

２．道路照明の L E D 化 1 0 %  3 7 %  1 0 0 %  8 . 2 トン/年 1 9 . 8 トン/年 

３．再生可能エネルギー活用※  0 %  1 8 %  2 4 %  －  － 

計 8 . 2 トン/年 2 0 . 8 トン/年 

※：太陽光発電設備等の設置計画や、電力契約を再エネ電力に切り替える計画は現時点では未策定であ

る。そのため、当面は契約先の電力会社が提供する再生可能エネルギーの活用方針に準じた対応とな

る。2 0 3 0 年度、2 0 4 0 年度は、参考として沖縄県の再生可能エネルギー電源比率に関する目標値（下

限値）を示した。 

 

3 . 2  「道路整備分野」の目標 

道路整備分野の目標は、沖縄県通達等の全県的な方針に基づき、GX 建設機械認定型

式の導入やアスファルト舗装工事における低炭素アスファルトの活用等について、今

後検討していく。 

 

3 .3  「道路利用分野」の目標 

道路利用分野の CO 2 削減策として、「主要渋滞箇所の解消」、「自転車利用推進（シェ

アサイクルポートの拡充）」、「自転車利用促進（ネットワーク計画の策定）」、「公共交

通機関（市内一周バス（105 番）の利用促進」、「新たな公共交通システムの導入検

討」などの取り組みを実施する。 

整備指標は、下表のとおりである。 
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表 3 . 4  道路利用分野における施策の整備指標 

取組内容  整備指標 
20 1 3 年度 

(基準年度) 
2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度  

主 要 渋 滞 箇 所 の

解消  
主 要 渋 滞 箇 所 に

おける対策率※  
 

― 

 

 

8 8  %  

（対策済み 8 箇所/  

対象全 9 箇所）  

 

1 0 0  %  

（対策済み 9 箇所/  

対象全 9 箇所）  

自転車利用推進  シ ェ ア サ イ ク ル

ポートの拡充  

（公共用地内） 

0 箇所 3 5  箇所 3 6  箇所以上 

自 転 車 ネ ッ ト ワ

ーク計画の策定 未策定 策定済み 

公 共 交 通 機 関

（ 市 内 一 周 バ ス

（1 0 5 番 ）） の

利用促進  

市 内 一 周 バ ス

（ 105 番 ） の 利

用者数増加 
72 , 4 0 1  人/年 1 0 1 , 0 0 0  人/年 

新 た な 公 共 交 通

シ ス テ ム の 導 入

検討  

交 通 基 本 計 画 に

基づき、20 4 0 年

に 向 け て 既 存 路

線 バ ス に 置 き 換

わ る 新 た な 公 共

交 通 シ ス テ ム

（ LR T 、 モ ノ レ

ー ル 、 自 走 式 ロ

ー プ ウ ェ イ 等 ）

の 導 入 を 検 討 す

る。 

― 導入の可能性について検討 

交 通 需 要 マ ネ ジ

メ ン ト （T D M）

の推進  

エコ通勤の推進 

― エコ通勤優良事業所認証（継続） 

モ ビ リ テ ィ マ ネ

ジ メ ン ト

（MM）の推進  

学 校 教 育 に お け

る モ ビ リ テ ィ マ

ネ ジ メ ン ト の 推

進 

― 
対象市内小学校に対し、バス事業者と

協働で実施 

※対象路線数は「平成 29 年度豊見城市道路交通円滑化基礎調査」における主要渋滞箇所 23 箇所のうち市

道側で対策可能な 9 箇所とする。 
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4 .  目標を 達成するために行う 道路の脱炭素化の推進を 図るための施策に関する事

項 

4 .1  道路管理分野 

道路管理分野の CO 2 削減目標達成のための取り組みは、以下のとおりである。 

 

4 .1 . 1  道路関係車両の電動車化 

（2030 年度までの取組） 

2030 年度までは、道路関係車両である道路維持作業車兼パトロールカーについて、

現行車両（軽油車 1 台、ガソリン車 1 台）を継続使用する。 

 

（2040 年度までの取組） 

2040 年度までに、道路関係車両である道路維持作業車兼パトロールカーについて、

現行車両のハイブリッド車（電動車）化を進める。 

 

表 4 . 1 道路関係車両の電動車化 

対象車種 基準年(20 1 3 年度)  2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度 

道路維持作業車 
兼パトロールカー 

0％ 0％ 1 0 0％ 

合計 0％ 0％ 1 0 0％ 

 

 

4 .1 . 2  LED の道路照明への導入 

（2030 年度までの取組） 

2030 年度までに道路照明の 37％を LED 化する。 

 

（2040 年度までの取組） 

2040 年度までに道路照明の 100％を LED 化する。 

 

表 4 . 2 道路照明およびトンネル照明の LED 化率 

取組内容 基準年(20 1 3 年度)  2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度 

道路照明 LE D 化 0 %  3 7 %  1 0 0 %  

トンネル照明 LE D 化 なし なし なし 

合計 0 %  3 7 %  1 0 0 %  

※20 3 0 年度以降の数値については目標値であり、本市の財政状況等により計画通りに進まない場合があ

る。 
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4 .1 . 3  再生可能エネルギー活用 

太陽光発電設備等の設置計画や、電力契約を再エネ電力に切り替える計画は現時点

では未策定である。そのため、当面は契約先の電力会社が提供する再生可能エネルギ

ーの活用方針に準じた対応となる。2030 年度、2040 年度は、参考として沖縄県の再

生可能エネルギー電源比率に関する目標値（下限値）を示した。 

 

表 4 . 3  再生可能エネルギーの活用（再掲） 

取組内容 基準年(20 1 3 年度)  2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度 

再生可能エネルギー活用 － 18% 24% 

 

 

4 .2  道路整備分野 

道路整備分野の取り組みは、沖縄県通達等の全県的な方針に基づき、GX 建設機械認

定制度やアスファルト舗装工事における低炭素アスファルトの活用等について、今後

検討していく。 

 

4 . 3  道路利用分野 

道路利用分野の取り組みは、以下のとおりである。 

 

4 .3 . 1  主要渋滞箇所の解消 

（2030 年度までの取組） 

市内の主要渋滞箇所のうち市道側で対策可能な 9 箇所について、8 箇所で対策を行

う。 

 

（2040 年度までの取組） 

市内の主要渋滞箇所のうち市道側で対策可能な 9 箇所について、全箇所で対策を行

う。 

 

表 4 . 4  道路利用分野における対策評価指標（再掲） 

取組内容  整備指標 
20 1 3 年度 

(基準年度) 
2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度  

主 要 渋 滞 箇 所 の

対策  
主 要 渋 滞 箇 所 に

おける対策率 
 

― 

 

 

8 8  %  

（対策済み 8 箇所/  

対象全 9 箇所）  

 

1 0 0  %  

（対策済み 9 箇所/  

対象全 9 箇所）  

※対象路線数は「平成 29 年度豊見城市道路交通円滑化基礎調査」における主要渋滞箇所 23 箇所のうち市

道側で対策可能な 9 箇所とする。 

※2 0 3 0 年度以降の数値については目標値であり、本市の財政状況等により計画通りに進まない場合があ

る。 
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4 .3 . 2  自転車利用推進 

（2030 年度までの取組） 

自転車利用推進の取組として、シェアサイクルポートを 35 箇所に拡充し、また、自

転車ネットワーク計画の策定に取り組む。 

 

（2040 年度までの取組） 

さらにシェアサイクルポートの拡充を進め、2040 年度までに 36 箇所以上に拡充す

る。 

 

表 4 . 5  道路利用分野における対策評価指標（再掲） 

取組内容  整備指標 
20 1 3 年度 

(基準年度) 
2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度  

自転車利用推進  シ ェ ア サ イ ク ル

ポートの拡充  

（公共用地内） 

0 箇所 3 5  箇所 3 6  箇所以上 

自 転 車 ネ ッ ト ワ

ーク計画の策定 未策定 策定済み 

 

 

【コラム１：シェアサイクルポートの整備状況】 

・豊見城市では、株式会社ドコモ・バイクシェアと「豊見城市におけるシェアサイクル事

業実証実験に関する基本協定書（令和６年４月２３日）」を締結するなど、シェアサイ

クルポートの拡充に努めております。 

・設置箇所及び設置予定箇所は下図のとおりです。 

 

 
シェアサイクルポートの設置箇所と設置予定箇所 
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4 .3 . 3  公共交通機関（市内一周バス（105 番））の利用促進 

（2030 年度までの取組） 

公共交通機関である市内一周バス（105 番）の年間利用者数はコロナ禍以降右肩上

がりで増え続け、2024 年は 103,407 人に利用していただいたが、少子高齢化等にお

けるバス運転手不足に起因する減便が 2025 年 12 月 1 日より実施されている。減便に

より前年同月と比較して利用者数は減少しているなか、市民の生活を支える市内一周

バス（105 番）の利用促進に取り組み、2030 年度までに年間利用者数を、101,000 

人とする。 

 

（2040 年度までの取組） 

本市における 2040 年度までの人口増加（2023 年度推計）を背景に、市内一周バス

（105 番）は年間利用者数を維持し、101,000 人とする。 

 

表 4 . 6  道路利用分野における施策の整備指標 

取組内容  整備指標 
20 1 3 年度 

(基準年度) 
2 0 3 0 年度 2 0 4 0 年度  

公 共 交 通 機 関

（ 市 内 一 周 バ ス

（1 0 5 番 ）） の

利用促進  

市 内 一 周 バ ス

（ 105 番 ） の 利

用者数増加 
72 , 4 0 1  人/年 1 0 1 , 0 0 0  人/年 

 

【コラム２： 豊見城市内一周バス（105 番） 電気バス運行開始】 

・豊見城市では、豊見城市・株式会社琉球バス交通・ヒョンデ沖縄株式会社・Hyundai 

Mobility Japan 株式会社の 4 者による「災害時等における車両の外部給電機能の活用

及び緊急の輸送に関する協定」を締結しました。この協定を受け、2026 年 2 月 27 日よ

り、豊見城市内一周バス（105 番）は EV バス（ELEC CITY TOWN）による運行を開始

する運びとなりました。 

・今回の EV バス導入は、以下に繋がるものです。今後も民間事業者の先進的な取り組み

と手を取り合いながら、公共交通の利便性と持続可能な社会の実現に努めて参りたいと

思います。 

①「環境にやさしい住みよいまち」（第 5 次本市総合計画）づくりを表明している本市

にとって、脱炭素社会に向けた大きな一歩となること 

②「地域防災力の強化」として、災害時における避難所での電力確保による市民の安心

や、市民の安全な移動の支援等に寄与すること 

③平時における「豊見城市内一周バス」としての運行により、本市役所や商業施設、病

院、住宅街を結ぶ、市民の「生活の足」を維持すること 

    
災害時協定締結式       電気バス「ELEC CITY TOWN」出発式 
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4 .3 . 4  新たな公共交通システムの導入検討 

（2030・2040 年度までの取組） 

交通基本計画に基づき、2040 年に向けて既存路線バスに置き換わる新たな公共交通

システム（LRT、モノレール、自走式ロープウェイ等）の導入を検討する。 

 

 

【コラム３：検討する新たな公共交通システム（LRT、モノレール、自走式ロープウェイ

等）の概要】 

・豊見城市は、次世代交通システムの開発を行っている「Zip Infrastructure 株式会

社」と交通及び観光分野を中心に『まちづくりの推進に係る連携協力に関する協定』を、

2023 年 10 月に締結しました。 

・本協定に基づき、次世代交通システムの導入可能性に向けた取り組みを進めていきます。 

 
出典：豊見城市プレスリリース「まちづくりの推進に係る連携協力に関する協定書の締結について」 

（2 0 2 3 年 10 月 9 日） 

 

・また、沖縄県や隣接する那覇市、糸満市などの関係機関と連携し、本市に適した基幹軸

として LRT※ 1 やモノレール、基幹バス※ 2 などの新たな公共交通システムの導入検討を

推進しております。 

※1：低床式車両(LRV )の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、

快適性 などの面で優れた特徴を有する軌道系交通システム。 

※2：鉄道と比べても遜色のない輸送力、利便性等を兼ね備え、都市部の基幹的な交通を担

う目的で、拠点・主要施設間を結ぶための交通手段として設置されたバス路線。 

 
基幹急行バス（でいごライナー）  
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4 .3 . 5  交通需要マネジメント（TDM）の推進 

（2030・2040 年度までの取組） 

エコ通勤に関する取組みを継続的に行い、エコ通勤優良事業所の認証・登録の継続

を目指す。また、2026 年 4 月 1 日よりさらなるエコ通勤推進のため、自転車通勤にお

ける駐車場使用料の引き下げを実施する（豊見城市職員等駐車場土地使用規則改正）。 

 

 

【コラム４：エコ通勤優良事業所認証】 

・豊見城市役所では、2023 年 1 月 31 日より「エコ通勤優良事業所」として認証・登録を

受けており、エコ通勤の呼びかけや自転車通勤の奨励等を行っております。 

 

   
エコ通勤優良事業所登録証（豊見城市役所） 庁内でのエコ通勤呼びかけチラシ 
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4 .3 . 6  モビリティマネジメント（MM）の推進 

（2030・2040 年度までの取組） 

過度な自家用車移動から、公共交通を活用した移動手段への転換を推進するため、

市内小学生を対象としたバスの乗り方教室を実施する。 

 

 

 

【コラム５：バスの乗り方教室（2025 年度）】 

・豊見城市はバス事業者と連携し、市内小学生（4 年生）を対象として、座学（公共交通

の必要性）やバス乗車体験（バス乗降車方法、車内マナー、車椅子での乗車及び運転手

体験）等を実施しております。 

 

   
座学の様子              車椅子での乗車体験 

 

   
運転手体験            バス乗車体験の様子 
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4.4 ロードマップ 

4.1 から 4.3 に記載した取組毎に、実施時期をロードマップとして示す。 

 

表 4.7 豊見城市の道路における脱炭素化に係るロードマップ 

取組分野 取組内容 2026 年度 ～2030 年度 ～2040 年度 

道路管理分野 道路関係車両の電

動車化 

   

道路照明の LED 化 
   

再生可能エネルギ

ー活用 

   

道路整備分野 
－ 

   

道路利用分野 

  
主要渋滞箇所にお

ける対策率 

 

 

  

自転車利用推進 
 

 

  

公共交通機関（市

内一周バス（105

番））の利用促進 

 

 

  

新たな公共交通シ

ステムの導入検討 

   

交通需要芽根ジメ

ント(TDM)の推進 

   

モビリティマネジ

メント(MM)の推進 

   

道路照明をナトリウムランプから LED 照明に随時交換（既に取組中） 全ての道路照明の LED 照明化完了 

沖縄県の通達などの全県的な方針に基づき、CO2 排出量の削減に努めることとする。 

再エネ電源調達の入札要件等の検討・再エネ電力調達への移行 

 
太陽光発電設備の設置検討・設置後の道路管理施設への電力供給 

 

既存車両の継続使用する ハイブリッド車（電動車）に乗り換え 

36 箇所以上に拡充する シェアサイクルポートを 35 箇所（公共用地内）に拡充する 

自転車ネットワーク計画の策定 

市内人口増加や減便による影響等を考慮し、利用者数維持 

市道側で対策可能な全箇所で対策を行う 

 
市内の主要渋滞箇所のうち、市道側で対策可能な 8 箇所で対策を行う 

既存路線バスに置き換わる新たな公共交通システム（LRT、モノレール、自走式ロープウェイ等）の導入を検討 

エコ通勤優良事業所認証（継続） 

市内小学生に対し、バス事業者と協働でバス乗り方教室を実施 



 
 

16 
 

5 .  その他計画の実施に関し必要な事項 

5 .1  脱炭素化施設等の設置 

4.1.3 に掲げた再生可能エネルギー活用を推進するため、民間等による道路占用制

度を活用した脱炭素化施設等の設置を促進する。設置を想定している脱炭素化施設等

及びその用途については以下に示すとおりである。 

 

表 5 . 1 設置を想定している脱炭素化施設等 

施設 用途 

太陽光発電設備 道路管理施設等への電力供給 

EV 充電施設 電気自動車の充電 

シェアサイクルポート シェアサイクルの貸出・返却 

シェア電動モビリティ器具 シェア電動モビリティの貸出・返却 
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